
 

 

 

第１１ ガス漏れ火災警報設備 
 

１ 検知器 

検知器は、天井の室内に面する部分（天井がない場合にあっては、上階の床の下面。以

下「天井面」という。）又は壁面の点検に便利な場所に、ガスの性状に応じて設置するほ

か次によること。 

（１）設置位置 

ア 燃焼器が使用されている室内（現在使用されていないが、直ちに使用できるガス栓

のある場合も含む。） 

イ ガスを供給する導管が外壁を貫通する屋内側の付近 

ウ 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長等が指定した場所 

（２）設置基準 

ア 空気に対する比重が 1未満の場合 

（ア）ガス燃焼機器と水平距離 8ｍ以内の位置に設置すること。（第 11-1図） 

 
 

 

 

 

 
 

第 11-1図 

 

（イ）天井面等が 0.6ｍ以上のはり等により区画されている場合は、ガス燃焼機器の側

に設置すること。（第 11-2図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）ガス燃焼機器が使用される室の天井付近に吸気口のある場合は、第 11-3 図のよ

うに当該ガス燃焼機器との間の天井面等が 0.6ｍ以上突出したはり等によって区画

されていない吸気口のうち、ガス燃焼機器から最も近い吸気口付近に設置するこ

と。 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 11-3図 



 

 

（エ）検知器の下端は、天井面等の下方 0.3ｍ以内の位置に設置すること。 

        （第 11-4図） 
 

 

 

 

 

 

 

第 11-4図 
 

イ 空気に対する比重が 1を超える場合 

（ア）第 11-5図のようにガス燃焼機器から水平距離 4ｍ以内の位置に設置すこと。 

（イ）検知器の上端は、第 11-5 図のように床面の上方 0.3ｍ以内の位置に設置するこ

と。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） ア又はイにおいてガス導管の壁貫通部に設置する検知器については、「ガス燃焼機器」を「壁貫通部」と

読みかえる。ただしア（ウ）については、この限りでない。 

 

ガス導管の貫通部の例 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ウ 検知器からガス燃焼機器等までの距離の測定方法 

（ア）単一バーナーのガス燃焼機器の場合は、バーナー部分の中心からの水平距離 

（イ）複数バーナーを有するガス燃焼機器の場合は、各バーナー部分の中心からの水平

距離（第 11-7図参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

エ 吸気口付近に検知器を設置する場合は、吸気口と 1.5ｍ以内とし、ガス燃焼機器等

から漏れたガスを有効に検知できる方向（流動方向に沿う方向）に検知器を設置する

こと。 

第 11-6図 



 

 

２ 受信機 

（１）受信機は床又は壁に堅固に固定すること。 

（２）受信機のある場所には、警戒区域一覧図のほか、構内配線図を備えること。 

（３）受信機は防災センター等（防災センター、中央管理室及び守衛室等）に設置し、その

設置位置は操作、点検等に必要な保有距離を確保すること。（設置位置図は、自動火災

報知設備の受信機に準ずる。） 

３ 配線 

配線は、第１０ 自動火災報知設備３配線の例によること。 

４ 警戒区域 

（１）警戒区域の設定は、次によること。 

ア 一辺の長さは、50ｍ以下とすること。 

イ 原則として、通路又は地下道に面する室、店舗等を 1の警戒区域に含まれるように

設定すること。 

ウ 燃焼機器等の設置されていない室、店舗等（通路又は地下道を含む。）の面積も警

戒区域に含めること。 
 

        ＜警戒区域の具体的な設置例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

カ 床面積 1,600 ㎡（区画されていない室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

ガス漏れ火災警報設備の設置について 

規則第 24条の 2の 2第 1項第 1号の「燃料用ガスが使用されるもの」とは、次のもの

をいうこと。 

（１）ガス燃焼機器が設置されているもの。 

（２）ガス燃焼機器を接続するだけで使用可能な状態にガス栓が設置されているもの。 
 

 


